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規 則  

 

 区 長 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 74 号  

   区 長 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 区 長 委 任 規 則 （ 平 成 ６ 年 ７ 月 横 浜 市 規 則 第 63 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 第  260 条 の 33 」 の 次 に 「 、 第  260 条 の 39 第 ３ 項

、 同 条 第 ４ 項 に お い て 準 用 す る 第  260 条 の ２ 第 ２ 項 及 び 第 ５ 項 、 第  

 260 条 の 41 第 ３ 項 、 第  260 条 の 44 第 １ 項 、 第  260 条 の 45 第 １ 項 」 を

加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  



                     横 浜 市 報  定期第 148 号 令和５年10月13日 

4 

 租 税 特 別 措 置 法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 住 宅 新 築 認 定 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 75 号  

   租 税 特 別 措 置 法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 住 宅 新 築 認 定 規 則 の  

   一 部 を 改 正 す る 規 則  

 租 税 特 別 措 置 法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 住 宅 新 築 認 定 規 則 （ 昭 和 49 年

７ 月 横 浜 市 規 則 第 86 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 中 「 、 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 ロ 」 を 削 る 。  

 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 、 第 63 条 第 ３ 項 第 ６ 号 」 を 「 又 は 第 63 条 第 ３ 項

第 ６ 号 」 に 改 め 、 「 又 は 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 ロ 」 を 削 る 。  

 第 １ 号 様 式 表 面 、 第 ３ 号 様 式 及 び 第 ４ 号 様 式 中 「 ・ 第 68 条 の 69 第

３ 項 第 ７ 号 ロ 」 を 削 る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置

法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 住 宅 新 築 認 定 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て

い る 様 式 書 類 は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で

き る 。  
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 租 税 特 別 措 置 法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 宅 地 造 成 認 定 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 76 号  

   租 税 特 別 措 置 法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 宅 地 造 成 認 定 規 則 の  

   一 部 を 改 正 す る 規 則  

 租 税 特 別 措 置 法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 宅 地 造 成 認 定 規 則 （ 昭 和 49 年

７ 月 横 浜 市 規 則 第 87 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 中 「 、 第 63 条 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 及 び 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号

イ 」 を 「 若 し く は 第 63 条 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 又 は 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 11 年 神 奈 川 県 条 例 第 41 号 ） 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 市 長 に

委 任 さ れ た 法 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ５ 号 イ 、 第 63 条 第 ３ 項 第 ５ 号 イ 、

第 31 条 の ２ 第 ２ 項 第 14 号 ハ 若 し く は 第 62 条 の ３ 第 ４ 項 第 14 号 ハ 」 に

改 め る 。  

 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 登 記 簿 謄 本 」 を

「 登 記 事 項 証 明 書 」 に 改 め る 。  

 第 １ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 「 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 「

第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ５ 号 イ ・ 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ ・ 第 31 条 の

２ 第 ２ 項 第 14 号 ハ ・ 第 62 条 の ３ 第 ４ 項 第 14 号 ハ ・ 第 63 条 第 ３ 項 第 ５

号 イ 」 に 改 め 、 「 ・ 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 削 り 、 同 様 式 注

意 中 １ を 削 り 、 ２ を １ と し 、 ３ を ２ と す る 。  

 第 ２ 号 様 式 及 び 第 ３ 号 様 式 中 「 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 「

第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ５ 号 イ ・ 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ ・ 第 31 条 の

２ 第 ２ 項 第 14 号 ハ ・ 第 62 条 の ３ 第 ４ 項 第 14 号 ハ ・ 第 63 条 第 ３ 項 第 ５

号 イ 」 に 改 め 、 「 ・ 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 削 る 。  

 第 ４ 号 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 り 、 「 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 「

第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ５ 号 イ ・ 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ ・ 第 31 条 の

２ 第 ２ 項 第 14 号 ハ ・ 第 62 条 の ３ 第 ４ 項 第 14 号 ハ ・ 第 63 条 第 ３ 項 第 ５

号 イ 」 に 改 め 、 「 ・ 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 削 り 、 同 様 式 注

意 １ を 削 り 、 同 様 式 注 意 ２ を 同 様 式 注 意 と す る 。  

 第 ５ 号 様 式 中 「 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 「 第 28 条 の ４ 第 ３

項 第 ５ 号 イ ・ 第 28 条 の ４ 第 ３ 項 第 ７ 号 イ ・ 第 31 条 の ２ 第 ２ 項 第 14 号

ハ ・ 第 62 条 の ３ 第 ４ 項 第 14 号 ハ ・ 第 63 条 第 ３ 項 第 ５ 号 イ 」 に 改 め 、

「 ・ 第 68 条 の 69 第 ３ 項 第 ７ 号 イ 」 を 削 る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 租 税 特 別 措 置
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法 に 基 づ く 横 浜 市 優 良 宅 地 造 成 認 定 規 則 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ て

い る 様 式 書 類 は 、 な お 当 分 の 間 、 適 宜 修 正 の 上 使 用 す る こ と が で

き る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  545 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 ６ 月 １ 日  は た な か 内 科 ・ 糖 尿

病 ク リ ニ ッ ク  

保 土 ケ 谷 区 岩 井 町 14  

3 番 地 の ２  

令 和 ５ 年 ７ 月 25 日  古 谷 脳 神 経 内 科  鶴 見 区 潮 田 町 ２ 丁 目  

 113 番 地 の １  

令 和 ５ 年 ７ 月 29 日  森 歯 科 医 院  鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁

目 16 番 ３ 号  

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日  さ く ら い 歯 科 医 院 ８

９  

南 区 井 土 ケ 谷 中 町 16  

1 番 地 の ６  

 同  横 浜 わ た な べ 内 科 ・

内 視 鏡 ク リ ニ ッ ク 根

岸 院  

磯 子 区 西 町 12 番 12 号  

 同  高 田 歯 科 医 院  港 北 区 下 田 町 二 丁 目

16 番 29 号  

令 和 ５ 年 ９ 月 １ 日  お お や ま こ ど も ク リ

ニ ッ ク  

鶴 見 区 矢 向 六 丁 目 15  

7 番 １ 号  

 同  み ら い ク リ ニ ッ ク  神 奈 川 区 松 本 町 １ 丁

目 ３ 番 地 の 18  

 同  go-en ． デ ン タ ル ク リ

ニ ッ ク 横 浜  

西 区 西 戸 部 町 ２ 丁 目  

 202 番 地 の １  

 同  ウ イ ン 薬 局 青 葉 台 駅

前 店  

青 葉 区 青 葉 台 二 丁 目

３ 番 地 の 15  

 同  あ ざ み 野 だ ん の う え

眼 科 ・ 内 科  

青 葉 区 あ ざ み 野 二 丁

目 ４ 番 地 の ２  

 同  青 葉 台 マ グ ノ リ ア 内

科 ・ 呼 吸 器 ク リ ニ ッ

ク  

青 葉 区 つ つ じ が 丘 36

番 地 の 10  

 同  日 本 調 剤 横 浜 セ ン タ  都 筑 区 川 向 町  1,000   
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 ー 薬 局  番 地 の １  

 同  立 場 な い と う 内 科  泉 区 和 泉 中 央 南 一 丁

目 10 番 37 号  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 １ 日  

株 式 会 社 ケ

イ ア イ エ ス  

西 区 浅 間 町

１ 丁 目 ４ 番

地 の ３  

イ ン ク ル 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

西 区 浅 間 町 １

丁 目 ４ 番 地 の

３  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会  

西 区 桜 木 町

６ 丁 目 31 番

地  

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン 神 奈 川  

神 奈 川 区 反 町

１ 丁 目 ７ 番 地

の １  

 同  公 益 財 団 法

人 積 善 会  

小 田 原 市 曽

我 岸  148 番

地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン ひ な

た  

旭 区 市 沢 町 1,  

081 番 地  

 同  株 式 会 社 希

樹  

大 和 市 福 田  

 2,378 番 地

の 26  

一 奈 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン  

旭 区 さ ち が 丘

99 番 地 の １  

 同  楓 の 風 在 宅

療 養 支 援 株

式 会 社  

神 奈 川 区 鶴

屋 町 ３ 丁 目

32 番 地 の 13  

在 宅 療 養 支 援

ス テ ー シ ョ ン

楓 の 風 横 浜 あ

さ ひ  

旭 区 中 尾 二 丁

目 ２ 番 15 号  

 同  楓 の 風 在 宅

療 養 支 援 株

式 会 社  

神 奈 川 区 鶴

屋 町 ３ 丁 目

32 番 地 の 13  

在 宅 療 養 支 援

ス テ ー シ ョ ン

楓 の 風 金 沢 文

庫  

金 沢 区 釜 利 谷

東 二 丁 目 ９ 番

14 号  

 同  株 式 会 社 Ａ

Ｔ  

川 崎 市 高 津

区 千 年 新 町

９ 番 地 の 15  

指 定 訪 問 看 護

ア ッ ト リ ハ 十

日 市 場  

緑 区 十 日 市 場

町  855 番 地 の

７  

 同  楓 の 風 在 宅

療 養 支 援 株

式 会 社  

神 奈 川 区 鶴

屋 町 ３ 丁 目

32 番 地 の 13  

在 宅 療 養 支 援

ス テ ー シ ョ ン

楓 の 風 戸 塚  

戸 塚 区 平 戸 町  

 678 番 地 の １  
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横 浜 市 告 示 第  546 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名  

 

  名  称  

 

所 在 地  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

大  塚    悟  ぱ ん だ 鍼 灸 院  青 葉 区 奈 良 五 丁 目

１ 番 地 の 10  

 同  大  塚    悟  ぱ ん だ 接 骨 院  青 葉 区 奈 良 五 丁 目

１ 番 地 の 10  

令 和 ５ 年

10 月 １ 日  

土  屋  美  紀  訪 問 マ ッ サ ー ジ

メ デ ィ ッ ク  

鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目

11 番 17 号  

 同  名  嘉  宏  介   同   同  

 同  金  子  恭  弘  き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 24 番 ２ 号  

 同  村  山    凛  マ ー サ 整 骨 院 イ

ト ー ヨ ー カ ド ー

横 浜 別 所 院  

南 区 別 所 一 丁 目 14

番 １ 号  

 同  梶  野  隼  汰  わ か ば 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

青 葉 区 田 奈 町 ４ 番

地 の １  

 同  金  子  盾  子   同   同  

 同  国  井  里 佳 子  開 設 な し  栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁

目 ３ 番 ２ 号  

 同  板  倉  将  人  開 設 な し  栄 区 庄 戸 二 丁 目 15

番 21 号  

 同  川  上  裕  吾  き た み 指 圧 治 療

院  

東 京 都 世 田 谷 区 喜

多 見 ３ 丁 目 14 番 22

号  
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横 浜 市 告 示 第  547 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

(新) 医 療 法 人 社 団 善 仁 会 よ

こ は ま 関 内 じ ん ク リ ニ ッ

ク  

中 区 真 砂 町 ３ 丁 目 33 番 地  

(旧) 医 療 法 人 社 団 善 仁 会 横

浜 ク リ ニ ッ ク  

 同  (新) ユ ニ ス マ イ ル 薬 局 金 沢

文 庫 店  

金 沢 区 釜 利 谷 東 三 丁 目 １

番 ３ 号  

(旧) 文 庫 西 口 薬 局  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 10 日  

株 式 会 社 Ｎ

・ フ ィ ー ル

ド  

大 阪 市 北 区

堂 島 浜 １ 丁

目 ４ 番 ４ 号  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン デ ュ

ー ン 横 浜  

(新) 中 区 長 者 町

４ 丁 目 10 番 地

の 10  

(旧) 西 区 平 沼 一

丁 目 ４ 番 ３ 号  
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横 浜 市 告 示 第  548 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 ４ 日  

国  井  里 佳 子  (新) 開 設 な し  (新) 栄 区 小 菅 ケ 谷 一

丁 目 ３ 番 ２ 号  

(旧) は り ・ マ ッ サ

ー ジ ワ タ ナ ベ 治

療 室  

(旧) 磯 子 区 磯 子 三 丁

目 ６ 番 32 号  

令 和 ５ 年

８ 月 16 日  

奥  脇  千  草  (新) こ ぼ り 治 療 院

ト ー タ ル ケ ア 横

浜  

(新) 鶴 見 区 鶴 見 中 央

五 丁 目 30 番 10 号  

(旧) 訪 問 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ Ｋ Ｅ ｉ Ｒ

Ｏ Ｗ 磯 子 中 央 ス

テ ー シ ョ ン  

(旧) 磯 子 区 下 町 ２ 番

40 号  

令 和 ５ 年

８ 月 21 日  

武  者  文  孝  開 設 な し  (新) 南 区 大 岡 一 丁 目

38 番 12 号  

(旧) 南 区 大 岡 一 丁 目

36 番 ４ 号  

令 和 ５ 年

９ 月 １ 日  

平  井  雄  太  (新) 生 麦 西 整 骨 院  (新) 鶴 見 区 岸 谷 一 丁

目 24 番 ６ 号  

(旧) 豊 岡 町 整 骨 院  (旧) 鶴 見 区 豊 岡 町 29

番 ３ 号  

 同  山  室    大  (新) あ お ぞ ら 整 骨

院  

(新) 緑 区 台 村 町  292  

番 地  

(旧) あ お ぞ ら 整 骨

院 元 町 院  

(旧) 中 区 石 川 町 ２ 丁

目 62 番 地 の ５  

 同  佐  藤    翼  (新) 株 式 会 社 想 い  (新) 戸 塚 区 影 取 町 17  

5 番 地  

(旧) ま ご こ ろ 鍼 灸

マ ッ サ ー ジ 治 療

院  

(旧) 港 北 区 北 新 横 浜

二 丁 目 ３ 番 地 の １  
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令 和 ５ 年

９ 月 ８ 日  

飯  塚  あ い 子  (新) 開 設 な し  (新) 港 南 区 上 大 岡 東

一 丁 目 12 番 20 号  

(旧) こ こ ろ 港 南 は

り き ゅ う 治 療 院  

(旧) 港 南 区 日 野 八 丁

目 ８ 番 11 号  

 同  江 里 口  慎 吾  (新) 義 丸 治 療 院 鍼

灸 訪 問 マ ッ サ ー

ジ  

戸 塚 区 戸 塚 町 2,19  

9 番 地 の 43  

(旧) 義 。 治 療 院 は

り き ゅ う ほ う も

ん マ ッ サ ー ジ  
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横 浜 市 告 示 第  549 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 ７ 月 ８ 日  有 限 会 社 正 井 薬 局  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 25  

6 番 地 の ４  

令 和 ５ 年 ７ 月 24 日  古 谷 整 形 外 科 ・ 脳 神

経 内 科  

鶴 見 区 潮 田 町 ２ 丁 目  

 113 番 地 の １  

令 和 ５ 年 ７ 月 28 日  森 歯 科 医 院  鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁

目 24 番 ９ 号  

令 和 ５ 年 ７ 月 30 日  ニ ッ セ イ 薬 局  青 葉 区 柿 の 木 台 １ 番

地 の 25  

令 和 ５ 年 ７ 月 31 日  か よ 歯 科 医 院  南 区 井 土 ケ 谷 中 町 16  

1 番 地 の 67  

 同  横 浜 わ た な べ 内 科 ・

内 視 鏡 ク リ ニ ッ ク 根

岸 院  

磯 子 区 西 町 12 番 12 号  

 同  高 田 歯 科 医 院  港 北 区 下 田 町 二 丁 目

16 番 29 号  

令 和 ５ 年 ９ 月 30 日  有 馬 歯 科 医 院  中 区 長 者 町 １ 丁 目 ３

番 地 の 10  

２  廃 止 訪 問 看 護 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 31 日  

株 式 会 社 楓

の 風  

神 奈 川 区 鶴

屋 町 ３ 丁 目

32 番 地 の 13  

在 宅 療 養 支 援

ス テ ー シ ョ ン

楓 の 風 横 浜 あ

さ ひ  

旭 区 中 尾 二 丁

目 ２ 番 15 号  

 同  株 式 会 社 楓

の 風  

神 奈 川 区 鶴

屋 町 ３ 丁 目

32 番 地 の 13  

在 宅 療 養 支 援

ス テ ー シ ョ ン

楓 の 風 金 沢 文

庫  

金 沢 区 釜 利 谷

東 二 丁 目 ９ 番

14 号  
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 同  株 式 会 社 楓

の 風  

神 奈 川 区 鶴

屋 町 ３ 丁 目

32 番 地 の 13  

在 宅 療 養 支 援

ス テ ー シ ョ ン

楓 の 風 戸 塚  

戸 塚 区 平 戸 町  

 678 番 地 の １  

令 和 ５ 年

９ 月 １ 日  

ス テ ー ブ ル

株 式 会 社  

戸 塚 区 前 田

町  506 番 地

の ３  

あ お い 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン  

戸 塚 区 前 田 町  

 506 番 地 の ３  
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横 浜 市 告 示 第  550 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ５ 年

５ 月 12 日  

岡  本  和  久  き く な 鍼 灸 マ ッ

サ ー ジ 治 療 院  

神 奈 川 区 西 寺 尾 二

丁 目 24 番 ２ 号  

令 和 ５ 年

８ 月 31 日  

佐 々 木  亮  太  ひ だ ま り 整 骨 院  青 葉 区 青 葉 台 二 丁

目 11 番 地 の １  

令 和 ５ 年

９ 月 ５ 日  

山  羽    学  伯 邦 鍼 灸 ・ マ ッ

サ ー ジ 院  

神 奈 川 区 三 枚 町 19  

8 番 地 の 12  
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横 浜 市 告 示 第  551 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 再 開  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 、 次 の と お り 再 開 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

再 開 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ５ 年 10 月 １ 日  医 療 法 人 裕 徳 会 港 南

台 病 院  

港 南 区 港 南 台 二 丁 目

７ 番 41 号  
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横 浜 市 告 示 第  552 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 指 定 の 辞 退  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 に 次 の と お り そ の 指 定 の 辞 退 が あ っ た  

。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

辞 退 年 月 日    名  称     所 在 地     

令 和 ５ 年 ３ 月 31 日  川 和 ク リ ニ ッ ク  都 筑 区 川 和 町  995 番 地  

令 和 ５ 年 ９ 月 30 日  川 島 医 院  旭 区 上 白 根 町  891 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  553 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 介 護 機 関

と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

９ 月 １ 日  

株 式 会 社 長

東  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 15

番 地 の 12  

イ ム ノ フ ァ ー

マ シ ー 北 寺 尾

店 薬 局  

鶴 見 区 北 寺 尾

四 丁 目 12 番 ２

号  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 創

生 事 業 団  

福 岡 市 中 央

区 清 川 １ 丁

目 ３ 番 １ 号  

グ ッ ド タ イ ム

ホ ー ム ・ 青 葉

田 奈  

青 葉 区 田 奈 町

46 番 地 の １  

３  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

９ 月 １ 日  

株 式 会 社 長

東  

港 北 区 新 横

浜 二 丁 目 15

番 地 の 12  

イ ム ノ フ ァ ー

マ シ ー 北 寺 尾

店 薬 局  

鶴 見 区 北 寺 尾

四 丁 目 12 番 ２

号  

４  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ）  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

６ 月 １ 日  

株 式 会 社 創

生 事 業 団  

福 岡 市 中 央

区 清 川 １ 丁

目 ３ 番 １ 号  

グ ッ ド タ イ ム

ホ ー ム ・ 青 葉

田 奈  

青 葉 区 田 奈 町

46 番 地 の １  
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横 浜 市 告 示 第  554 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ３ 年

８ 月 19 日  

福 祉 ク ラ ブ

生 活 協 同 組

合  

港 北 区 新 羽

町  868 番 地  

福 祉 ク ラ ブ 生

協 訪 問 介 護 ス

テ ー シ ョ ン り

ぼ ん  

(新) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 10

番 ５ 号  

(旧) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 19

番 37 号  

令 和 ５ 年

７ 月 31 日  

株 式 会 社 日

本 エ ル ダ リ

ー ケ ア サ ー

ビ ス  

(新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 旭 サ ー ビ ス

セ ン タ ー  

旭 区 二 俣 川 １

丁 目 45 番 地 の

60  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 金 沢 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

金 沢 区 瀬 戸 ３

番 54 号  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 港 北 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

港 北 区 大 豆 戸

町 34 番 地  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目  

訪 問 介 護 か え

で 田 奈 サ ー ビ  

青 葉 区 田 奈 町

43 番 地 の ３  
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  １ 番 23 号  ス セ ン タ ー   

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 戸 塚 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

戸 塚 区 戸 塚 町  

 142 番 地  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 横

浜 ケ ア セ ン

タ ー  

中 区 大 平 町

95 番 地  

(新) 浜 っ 子 サ ー

ビ ス 訪 問 介 護  

中 区 松 影 町 ２

丁 目 ７ 番 地 の

３  (旧) み な と サ ー

ビ ス  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 ユ

ニ ス マ イ ル  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 練

塀 町 68 番 地

の １  

(新) ユ ニ ス マ イ

ル 薬 局 金 沢 文

庫 店  

金 沢 区 釜 利 谷

東 三 丁 目 １ 番

３ 号  

(旧) 文 庫 西 口 薬

局  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 31 日  

株 式 会 社 日

本 エ ル ダ リ

ー ケ ア サ ー

ビ ス  

(新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

デ イ ホ ー ム ゆ

り の 木 鶴 見  

鶴 見 区 生 麦 四

丁 目 ７ 番 23 号  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

４  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 ユ

ニ ス マ イ ル  

東 京 都 千 代

田 区 神 田 練

塀 町 68 番 地  

(新) ユ ニ ス マ イ

ル 薬 局 金 沢 文

庫 店  

金 沢 区 釜 利 谷

東 三 丁 目 １ 番

３ 号  
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  の １  (旧) 文 庫 西 口 薬

局  

 

５  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ３ 年

８ 月 19 日  

福 祉 ク ラ ブ

生 活 協 同 組

合  

港 北 区 新 羽

町  868 番 地  

福 祉 ク ラ ブ 生

協 訪 問 介 護 ス

テ ー シ ョ ン り

ぼ ん  

(新) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 10

番 ５ 号  

(旧) 金 沢 区 釜 利

谷 東 二 丁 目 19

番 37 号  

令 和 ５ 年

７ 月 31 日  

株 式 会 社 日

本 エ ル ダ リ

ー ケ ア サ ー

ビ ス  

(新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 旭 サ ー ビ ス

セ ン タ ー  

旭 区 二 俣 川 １

丁 目 45 番 地 の

60  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 金 沢 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

金 沢 区 瀬 戸 ３

番 54 号  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 港 北 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

港 北 区 大 豆 戸

町 34 番 地  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 田 奈 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

青 葉 区 田 奈 町

43 番 地 の ３  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30  
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  号    

 同   同  (新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

訪 問 介 護 か え

で 戸 塚 サ ー ビ

ス セ ン タ ー  

戸 塚 区 戸 塚 町  

 142 番 地  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

株 式 会 社 横

浜 ケ ア セ ン

タ ー  

中 区 大 平 町

95 番 地  

(新) 浜 っ 子 サ ー

ビ ス 訪 問 介 護  

中 区 松 影 町 ２

丁 目 ７ 番 地 の

３  (旧) み な と サ ー

ビ ス  

６  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 通 所 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ５ 年

７ 月 31 日  

株 式 会 社 日

本 エ ル ダ リ

ー ケ ア サ ー

ビ ス  

(新) 東 京 都 港

区 芝 ４ 丁 目

１ 番 23 号  

デ イ ホ ー ム ゆ

り の 木 鶴 見  

鶴 見 区 生 麦 四

丁 目 ７ 番 23 号  

(旧) 東 京 都 港

区 芝 公 園 ３

丁 目 ４ 番 30

号  
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横 浜 市 告 示 第  555 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 31 日  

株 式 会 社 ト

ゥ ラ イ ブ  

南 区 南 太 田

一 丁 目 15 番

８ 号  

泉 の 里  中 区 本 牧 間 門

３ 番 ８ 号  

２  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 31 日  

株 式 会 社 ト

ゥ ラ イ ブ  

南 区 南 太 田

一 丁 目 15 番

８ 号  

泉 の 里  中 区 本 牧 間 門

３ 番 ８ 号  

 



                     横 浜 市 報  定期第 148 号 令和５年10月13日 

24 

横 浜 市 告 示 第  556 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

医 療 法 人 社

団 有 仁 会  

緑 区 長 津 田  

 2,733 番 地  

島 津 メ デ ィ カ

ル ク リ ニ ッ ク  

緑 区 長 津 田 2,  

733 番 地  

２  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

８ 月 １ 日  

医 療 法 人 社

団 有 仁 会  

緑 区 長 津 田  

 2,733 番 地  

島 津 メ デ ィ カ

ル ク リ ニ ッ ク  

緑 区 長 津 田 2,  

733 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  557 号  

   老 人 福 祉 施 設 の 事 業 変 更 認 可  

 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 38 年 法 律 第  133 号 ） 第 16 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 次 の と お り 老 人 福 祉 施 設 の 入 所 定 員 の 変 更 を 認 可 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

認 可 年 月

日  

施 設 種 別  施 設 名 称    施 設 長  変 更 事 項  

（ 定 員 ）  

新  旧  

令 和 ５ 年

10 月 １ 日  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

緑 園 都 市 睦

愛 園  

杉  本  哲  也   人  

 117  

 人  

 110  
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横 浜 市 告 示 第  558 号  

   市 道 路 線 の 認 定  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 市 道 路 線 を 認 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

  路  線  名 
起           点 

終           点 

東寺尾 

第 460 号線 

鶴見区東寺尾中台 1,488 番の 17地先 

同  区同     同   番の 22地先 

本牧 

第 276 号線 

中区本牧原 24番の 46地先 

同区同   22番の２地先 

六浦 

第 176 号線 

金沢区六浦東一丁目 156 番の 34地先 

同  区同      １番の８地先 

綱島 

第 381 号線 

港北区綱島東一丁目 965 番の５地先 

同  区同      210 番の１地先 

菊名 

第 535 号線 

港北区錦が丘 2,205 番の 19地先 

同  区同   同   番の 22地先 

池辺 

第 448 号線 

都筑区川和町 3,007 番地先 

同  区同  町 1,600 番の２地先 

池辺 

第 449 号線 

都筑区川和町 3,030 番地先 

同  区同  町 1,460 番の４地先 

池辺 

第 450 号線 

都筑区川和町 3,031 番地先 

同  区同  町 632 番の２地先 

池辺 

第 451 号線 

都筑区川和町 1,352 番の２地先 

同  区同  町 3,033 番地先 

川和 

第 387 号線 

都筑区川和町 3,048 番地先 

同  区同  町 3,041 番地先 

川和 

第 388 号線 

都筑区川和町 467 番の２地先 

同  区同  町 3,047 番地先 

川和 都筑区川和町 3,037 番地先 
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第 389 号線 同  区同  町 3,034 番地先 

川和 

第 390 号線 

都筑区川和町 3,046 番地先 

同  区同  町 3,119 番地先 

川和 

第 391 号線 

都筑区川和町 557 番の１地先 

同  区同  町 3,036 番地先 

東俣野 

第 223 号線 

戸塚区影取町 176 番の 18地先 

同  区同  町同  番の１地先 

名瀬 

第 292 号線 

戸塚区名瀬町 2,311 番の１地先 

同  区同  町 2,322 番の１地先 
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横 浜 市 告 示 第  559 号  

   市 道 路 線 の 廃 止  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 10 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

次 の よ う に 市 道 路 線 を 廃 止 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

  路  線  名 
起           点 

終           点 

生麦 

第 45号線 

鶴見区岸谷四丁目 971 番の３地先 

同  区同     950 番の４地先 

浦島 

第４号線 

神奈川区白幡南町 10番の１地先 

同   区同   町９番の２地先 

東永谷 

第 704 号線 
港南区大久保二丁目 290 番の 17地先 

野庭 

第 47号線 

港南区日野中央一丁目 1,831 番の１地先 

同  区同       1,837 番の１地先 

天王町 

第 14号線 

保土ケ谷区川辺町 61番の１地先 

同    区同  町 62番の２地先 

天王町 

第 15号線 

保土ケ谷区川辺町 63番の２地先 

同    区同  町 68番の５地先 

中山 

第 294 号線 

旭区上白根町 1,354 番の 28地先 

同区同   町 1,306 番の 14地先 

四季美台 

第 273 号線 

旭区二俣川１丁目 38番の１地先 

同区同      39番の 10地先 

四季美台 

第 274 号線 

旭区二俣川１丁目 39番の１地先 

同区同      41番の１地先 

川島町 

第 35号線 

旭区西川島町 122 番の 11地先 

同区同   町 118 番の 13地先 

平潟 

第 149 号線 

金沢区六浦二丁目 3,812 番地先 

同  区同     3,813 番地先 

平潟 金沢区六浦二丁目 3,842 番地先 
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第 225 号線 同  区同     3,844 番地先 

平潟 

第 226 号線 

金沢区六浦二丁目 3,821 番の１地先 

同  区同     3,842 番地先 

平潟 

第 360 号線 

金沢区六浦東一丁目１番の９地内 

同  区同      同番の 12地先 

綱島 

第 154 号線 

港北区綱島東一丁目 1,273 番地先 

同  区同      1,272 番の２地先 

綱島 

第 156 号線 

港北区綱島東一丁目 1,273 番地先 

同  区同      1,160 番地先 

綱島 

第 173 号線 

港北区綱島東一丁目 1,319 番の４地先 

同  区同      同   番の２地先 

綱島 

第 174 号線 

港北区綱島東一丁目 1,319 番の４地先 

同  区同      1,320 番地先 

綱島 

第 177 号線 

港北区綱島東六丁目 1,818 番の４地先 

同  区同      1,875 番の３地先 

綱島 

第 178 号線 

港北区綱島東六丁目 1,875 番の３地先 

同  区同      1,866 番地先 

綱島 

第 219 号線 

港北区樽町三丁目 1,801 番の１地先 

同  区同     1,796 番の１地先 

綱島 

第 220 号線 

港北区樽町三丁目 1,795 番の２地先 

同  区同     1,794 番の３地先 

綱島 

第 236 号線 

港北区樽町三丁目 1,843 番の１地先 

同  区同     1,842 番の１地先 

菊名 

第 118 号線 

港北区錦が丘 2,205 番の６地内 

同  区同   2,179 番の１地先 

恩田 

第 318 号線 

青葉区恩田町 2,227 番の 10地先 

同  区同  町 2,226 番の１地先 

池辺 

第 28号線 

都筑区川和町 1,600 番の２地先 

同  区同  町 3,103 番地内 

池辺 

第 296 号線 

都筑区川和町 3,100 番地内 

同  区同  町 3,101 番地内 
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池辺 

第 297 号線 

都筑区川和町 1,459 番地先 

同  区同  町 3,103 番地内 

池辺 

第 304 号線 

都筑区川和町 3,100 番地内 

同  区同  町 1,285 番の２地先 

池辺 

第 361 号線 

都筑区川和町 1,458 番地先 

同  区同  町 3,104 番地内 

池辺 

第 363 号線 

都筑区川和町 3,104 番地内 

同  区同  町 1,400 番の 10地先 

池辺 

第 364 号線 
都筑区川和町 3,114 番地内 

北八朔南部 

第 61号線 

都筑区川和町 3,114 番地内 

同  区同  町 3,108 番地内 

川和 

第２号線 

都筑区川和町 3,114 番地内 

同  区同  町 3,112 番地内 

川和 

第３号線 

都筑区川和町 3,114 番地内 

同  区同  町 632 番の２地先 

川和 

第４号線 

都筑区川和町 3,117 番地内 

同  区同  町 3,114 番地内 

川和 

第５号線 

都筑区川和町 557 番の１地先 

同  区同  町 3,113 番地内 

川和 

第６号線 

都筑区川和町 3,052 番地内 

同  区同  町 3,114 番地内 

川和 

第 65号線 

都筑区川和町 3,118 番地内 

同  区同  町 3,114 番地内 

川和 

第 67号線 

都筑区川和町 368 番地先 

同  区同  町 3,114 番地内 

川和 

第 386 号線 

都筑区川和町 458 番の３地先 

同  区同  町 3,117 番地内 

矢部 

第 182 号線 

戸塚区上矢部町 3,134 番の２地先 

同  区同   町 3,133 番の１地先 

汲沢 戸塚区戸塚町 3,154 番の１地先 
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第 529 号線 同  区同  町同   番の 10地先 

希望が丘 

第 289 号線 

戸塚区名瀬町 2,311 番の 16地先 

同  区同  町 2,322 番の１地先 

上矢部 

第 98号線 

泉区岡津町 2,464 番の５地先 

同区同  町 2,462 番の５地先 

上矢部 

第 100 号線 

泉区岡津町 2,395 番の４地先 

同区同  町 2,461 番の３地先 

新橋 

第 483 号線 

瀬谷区阿久和南三丁目 16番の 54地先 

同  区同       同番の 41地先 
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横 浜 市 告 示 第  560 号  

   市 道 区 域 の 決 定 及 び 供 用 の 開 始  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 決 定 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 決 定 及 び 供 用 開 始 の 期 日  

  令 和 ５ 年 10 月 13 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路 線 名 区 間  幅 員  延 長 

 

東寺尾 

第 460 号線 

 

鶴見区東寺尾中台 1,488 番の17地先から 

同 区同    同  番の22地先まで 

    m  

  3.40  

ないし 

  4.02  

    m  

 

 51.57  

 

本牧 

第 276 号線 

中区本牧原24番の46地先から 

同区同  22番の２地先まで 

 

  4.50  

 

 

 37.51  

 

六浦 

第 176 号線 

金沢区六浦東一丁目 156 番の34地先から 

同 区同     １番の８地先まで 

  6.49  

ないし 

  9.55  

 

311.81  

 

綱島 

第 381 号線 

港北区綱島東一丁目 965 番の５地先から 

同 区同     210 番の１地先まで 

  5.40  

ないし 

  5.48  

 

 62.21  

 

菊名 

第 535 号線 

港北区錦が丘 2,205 番の19地先から 

同 区同  同  番の22地先まで 

  5.46  

ないし 

  5.47  

 

 19.22  

 

池辺 

第 448 号線 

都筑区川和町 3,007 番地先から 

同 区同 町 1,600 番の２地先まで 

 

  6.00  

 

 

127.16  

 

池辺 

第 449 号線 

都筑区川和町 3,030 番地先から 

同 区同 町 1,460 番の４地先まで 

 

  6.00  

 

 

251.91  

 

池辺 

第 450 号線 

都筑区川和町 3,031 番地先から 

同 区同 町 632 番の２地先まで 

  9.11  

ないし 

 13.61  

 

507.98  

 

池辺 

第 451 号線 

都筑区川和町 1,352 番の２地先から 

同 区同 町 3,033 番地先まで 

  8.13  

ないし 

  8.93  

 

 33.49  
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川和 

第 387 号線 

都筑区川和町 3,048 番地先から 

同 区同 町 3,041 番地先まで 

 

  6.00  

 

 

 36.15  

 

川和 

第 388 号線 

都筑区川和町 467 番の２地先から 

同 区同 町 3,047 番地先まで 

  6.01  

ないし 

  6.02  

 

 46.60  

 

川和 

第 389 号線 

都筑区川和町 3,037 番地先から 

同 区同 町 3,034 番地先まで 

  6.00  

ないし 

  6.01  

 

100.45  

 

川和 

第 390 号線 

都筑区川和町 3,046 番地先から 

同 区同 町 3,119 番地先まで 

  6.00  

ないし 

  6.06  

 

390.29  

 

川和 

第 391 号線 

都筑区川和町 557 番の１地先から 

同 区同 町 3,036 番地先まで 

  6.00  

ないし 

  6.07  

 

107.28  

 

東俣野 

第 223 号線 

戸塚区影取町 176 番の18地先から 

同 区同 町同 番の１地先まで 

  1.83  

ないし 

  3.68  

 

 28.36  

 

名瀬 

第 292 号線 

戸塚区名瀬町 2,311 番の１地先から 

同 区同 町 2,322 番の１地先まで 

 12.00  

ないし 

 15.34  

 

182.45  
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横 浜 市 告 示 第  561 号  

   県 道 区 域 の 変 更 及 び 供 用 の 開 始  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第 180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ う

に 道 路 の 区 域 を 変 更 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 変 更 及 び 供 用 開 始 の 期 日  

  令 和 ５ 年 10 月 13 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路 線 名 

旧

・

新 

の 

別 

区 間  幅 員  延 長 

       m      m  

横浜上麻生 

旧 
都筑区川和町 1,230 番の５地先から 

同 区同 町 1,460 番の４地先まで 

  8.74 

ないし 

 30.26 

 

231.51 

 

新  同 

  8.74 

ないし 

 17.40 

 

 同 
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横 浜 市 告 示 第  562 号  

   市 道 区 域 の 変 更 及 び 供 用 の 開 始  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 し 、 及 び そ の 供 用 を 開 始 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 変 更 及 び 供 用 開 始 の 期 日  

  令 和 ５ 年 10 月 13 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路 線 名 

旧

・

新 

の 

別 

区 間  幅 員  延 長 

    m  m 

師岡 

第 259 号線 

旧 
鶴見区上の宮二丁目 369 番の43地先から 

港北区師岡町 245 番の９地先まで 

  2.81 

ないし 

  3.81 

 

 21.55 

 

新  同 

  5.51 

ないし 

  5.52 

 

 同 

 

下末吉 

第 290 号線 

旧 
鶴見区北寺尾一丁目 111 番の１地先から 

同 区同     1,415 番の４地先まで 

  4.00 

ないし 

  4.02 

 

 22.01 

 

新  同 

 

  5.26 

 

 

 同 

 

生麦 

第 110 号線 

旧 
鶴見区生麦三丁目 384 番の７地先から 

同 区同    385 番の12地先まで 

  2.26 

ないし 

  4.04 

 

 22.11 

 

新  同 

  4.55 

ないし 

  4.59 

 

 同 

 

篠原 

第 485 号線 

旧 
神奈川区神大寺二丁目 624 番の１地先から 

同  区神大寺一丁目 610 番の12地先まで 

  2.79 

ないし 

  6.69 

 

 86.07 

 

新  同 

  6.00 

ないし 

  8.04 

 

 同 
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六角橋 

第２号線 

旧 
神奈川区神大寺二丁目 722 番地先から 

同  区同     627 番の１地先まで 

 

  2.76 

 

 

  1.14 

 

新  同 

  2.76 

ないし 

  3.64 

 

 同 

 

六角橋 

第４号線 

旧 
神奈川区神大寺二丁目 721 番地先から 

同  区同     635 番の１地先まで 

  2.72 

ないし 

  3.96 

 

 93.58 

 

新  同 

  3.62 

ないし 

  4.23 

 

 同 

 

井土ケ谷 

第 231 号線 

旧 
南区六ツ川一丁目 140 番の11地先から 

同区同     102 番の４地先まで 

  2.17 

ないし 

  4.67 

 

 64.55 

 

新  同 

  3.18 

ないし 

  5.68 

 

 同 

 

井土ケ谷 

第 322 号線 

旧 
南区六ツ川一丁目 190 番の１地先から 

同区同     102 番の４地先まで 

  4.08 

ないし 

  4.35 

 

 24.34 

 

新  同 

  5.33 

ないし 

  5.55 

 

 同 

 

下野庭 

第 600 号線 

旧 
港南区日野五丁目 1,528 番の34地先から 

同 区同    1,522 番の６地先まで 

  4.55 

ないし 

  4.65 

 

 24.08 

 

新  同 

  5.71 

ないし 

  6.61 

 

 同 

 

野庭 

第 384 号線 

旧 
港南区日野中央三丁目 2,279 番の１地先から 

同 区同      2,293 番の96地先まで 

  4.59 

ないし 

  4.96 

 

 56.63 

 

新  同 

  5.39 

ないし 

  5.46 

 

 同 

 

 

 

野庭 

旧 
港南区日野中央三丁目 2,279 番の１地先から 

同 区同      2,224 番の80地先まで 

 

  7.48 

 

 

 10.76 
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第 386 号線 

 

 

新  同 

 

 同 

 

 

 同 

 

野庭 

第 390 号線 

旧 
港南区日野中央三丁目 2,279 番の１地先から 

同 区同      2,293 番の102 地先まで 

  6.75 

ないし 

  6.77 

 

  9.10 

 

新  同 

  7.25 

ないし 

  7.27 

 

 同 

 

上菅田 

第 196 号線 

旧 
保土ケ谷区新井町 518 番の２地先から 

同   区同 町 500 番の58地先まで 

  1.90 

ないし 

  1.93 

 

 22.55 

 

新  同 

  4.00 

ないし 

  4.01 

 

 同 

 

今井 

第 195 号線 

旧 
保土ケ谷区今井町 848 番の３地先から 

同   区同 町 877 番の18地先まで 

  2.05 

ないし 

  2.10 

 

 13.45 

 

新  同 

  3.28 

ないし 

  3.30 

 

 同 

 

中山 

第 288 号線 

旧 
旭区上白根町 1,354 番の38地先から 

同区同  町 1,306 番の28地先まで 

  4.60 

ないし 

  5.35 

 

 81.04 

 

新  同 

  4.60 

ないし 

 14.30 

 

 同 

 

下川井 

第34号線 

旧 
旭区今宿南町25番地先から 

同区同  町41番の６地先まで 

  2.68 

ないし 

  3.18 

 

 43.58 

 

新  同 

  3.59 

ないし 

  3.81 

 

 41.79 

 

今宿 

第78号線 

旧 
旭区今宿南町44番の１地先から 

同区同  町 3,011 番の32地先まで 

  2.80 

ないし 

  3.05 

 

 37.20 

 

新  同 

  3.14 

ないし 

  4.85 

 

 同 
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四季美台 

第 406 号線 

旧 
旭区南本宿町21番の１地先から 

同区本宿町54番の65地先まで 

 10.85 

ないし 

 12.33 

 

 42.13 

 

新  同 

 12.27 

ないし 

 14.22 

 

 同 

 

谷津 

第84号線 

旧 金沢区西柴三丁目 243 番の16地先 

 

  6.54 

 

 

  4.46 

 

新  同 

 

 同 

 

 

 同 

 

平潟 

第82号線 

旧 
金沢区平潟町 203 番の２地先から 

同 区同 町 202 番の１地先まで 

  1.79 

ないし 

  2.94 

 

 21.46 

 

新  同 

  3.24 

ないし 

  4.35 

 

 同 

 

下田 

第 276 号線 

旧 
港北区日吉本町六丁目 2,494 番の３地先から 

同 区同      2,483 番の10地先まで 

  4.38 

ないし 

  4.52 

 

 21.61 

 

新  同 

  4.51 

ないし 

  4.52 

 

 同 

 

高田 

第 407 号線 

旧 
港北区新吉田東二丁目 1,139 番の１地先から 

同 区同      1,125 番の30地先まで 

 

  4.54 

 

 

 28.65 

 

新  同 

 

  5.55 

 

 

 同 

 

箕輪 

第 195 号線 

旧 
港北区日吉五丁目 1,422 番の６地先から 

同 区同    1,412 番の１地先まで 

 

  3.01 

 

 

 18.19 

 

新  同 

  3.75 

ないし 

  3.76 

 

 同 

 

 

 

綱島 

旧 
港北区綱島東一丁目 1,272 番の１地先から 

同 区同     1,254 番地先まで 

  6.76 

ないし 

  6.81 

 

 38.69 
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第86号線 

 

 

新  同 

 10.67 

ないし 

 30.26 

 

 同 

 

川向 

第39号線 

旧 
港北区新羽町 2,812 番の３地先から 

同 区同 町 1,368 番の３地先まで 

  4.94 

ないし 

  6.10 

 

142.37 

 

新  同 

  7.29 

ないし 

  8.62 

 

 同 

 

菊名 

第 302 号線 

旧 
港北区富士塚一丁目 2,018 番の１地先から 

同 区同     2,021 番の６地先まで 

  2.78 

ないし 

  2.80 

 

 24.32 

 

新  同 

 

  4.51 

 

 

 同 

 

奈良西部 

第32号線 

旧 
青葉区奈良町 2,569 番の６地先から 

同 区同 町 2,320 番地先まで 

  4.56 

ないし 

  7.18 

 

 32.65 

 

新  同 

  5.38 

ないし 

  7.99 

 

 同 

 

恩田 

第 248 号線 

旧 
青葉区恩田町 2,223 番の５地先から 

同 区同 町 2,227 番の８地先まで 

  2.06 

ないし 

  2.07 

 

 15.16 

 

新  同 

  4.50 

ないし 

  4.51 

 

 同 

 

恩田 

第 319 号線 

旧 
青葉区恩田町 2,227 番の５地先から 

同 区同 町 2,218 番の13地先まで 

  4.51 

ないし 

  4.52 

 

  8.96 

 

新  同  同 

 

 同 

 

荏田北部 

第 392 号線 

旧 
都筑区荏田南町 4,202 番の１地先から 

同 区同  町 4,205 番の１地先まで 

  3.16 

ないし 

  3.17 

 

 32.33 

 

新  同 

 

  4.50 

 

 

 同 
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北八朔北部 

第 395 号線 

旧 
都筑区川和町 1,362 番の１地先から 

同 区同 町 3,101 番地内まで 

 17.68 

ないし 

 22.73 

 

 52.65 

 

新 
都筑区川和町 1,362 番の１地先から 

同 区同 町 3,030 番地先まで 

 17.71 

ないし 

 23.50 

 

 47.33 

 

茅ケ崎 

第 235 号線 

旧 
都筑区東方町 779 番の５地先から 

同 区同 町 1,294 番の１地先まで 

 11.05 

ないし 

 14.24 

 

 41.83 

 

新  同 

 10.94 

ないし 

 14.91 

 

 45.85 

 

新羽 

第４号線 

旧 
都筑区新栄町20番の32地先から 

同 区勝田町 282 番の46地先まで 

  3.66 

ないし 

  4.36 

 

 39.43 

 

新  同 

 

  4.50 

 

 

 同 

 

北八朔南部 

第61号線 

旧 
都筑区川和町 3,038 番地先から 

同 区同 町 1,352 番の６地先まで 

 

 10.59 

 

 

  2.42 

 

新  同 

 

 同 

 

 

 同 

 

北八朔南部 

第 333 号線 

旧 
都筑区川和町 1,357 番の１地先から 

同 区同 町 3,000 番地先まで 

 23.00 

ないし 

 47.50 

 

325.56 

 

新  同 

 23.00 

ないし 

 48.53 

 

339.03 

 

川和 

第３号線 

旧 
都筑区川和町 278 番の１地先から 

同 区同 町 652 番の１地先まで 

  3.02 

ないし 

  3.04 

 

 54.19 

 

新  同 

 

  9.00 

 

 

 同 

 

 

 

川和 

旧 
都筑区川和町 303 番の２地先から 

同 区同 町 284 番の１地先まで 

  3.97 

ないし 

  4.07 

 

  8.88 
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第 126 号線 

 

 

新  同 

  4.24 

ないし 

  4.31 

 

 同 

 

東方町 

第 280 号線 

旧 
都筑区東方町 162 番の１地先から 

同 区川向町 821 番の５地先まで 

  7.31 

ないし 

  8.27 

 

138.51 

 

新  同 

  9.18 

ないし 

 10.48 

 

 同 

 

東方町 

第 349 号線 

旧 
都筑区川向町 2,002 番の１地先から 

同 区同 町 919 番の１地先まで 

  7.26 

ないし 

  8.17 

 

319.85 

 

新  同 

  9.75 

ないし 

 10.58 

 

 同 

 

中山北山田

線 

旧 
都筑区川和町 3,000 番地先から 

同 区同 町 1,236 番の10地先まで 

 23.00 

ないし 

 23.22 

 

152.59 

 

新  同 

 23.00 

ないし 

 23.93 

 

 同 

 

中田 

第 599 号線 

旧 
戸塚区汲沢八丁目 2,168 番の１地先から 

同 区汲沢三丁目 1,722 番の１地先まで 

  7.14 

ないし 

 11.54 

 

 20.52 

 

新  同 

  7.97 

ないし 

 12.96 

 

 同 

 

矢部 

第 146 号線 

旧 
戸塚区柏尾町 1,208 番の18地先から 

同 区同 町 1,203 番の１地先まで 

  5.61 

ないし 

  5.67 

 

 30.72 

 

新  同 

 

  6.00 

 

 

 同 

 

矢部 

第 179 号線 

旧 
戸塚区上矢部町 3,151 番地先から 

同 区同  町 3,134 番の２地先まで 

  1.81 

ないし 

  2.82 

 

 34.57 

 

新  同 

  1.83 

ないし 

  2.92 

 

 同 
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汲沢 

第 559 号線 

旧 
戸塚区戸塚町 3,154 番の１地先から 

同 区同 町 3,351 番の１地先まで 

  9.76 

ないし 

 22.90 

 

 23.01 

 

新  同 

 10.30 

ないし 

 22.90 

 

 同 

 

和泉町 

第33号線 

旧 
泉区和泉中央南四丁目 3,643 番の１地先から 

同区同       3,671 番の１地先まで 

  3.53 

ないし 

  3.54 

 

  4.27 

 

新  同 

  4.02 

ないし 

  4.04 

 

 同 

 

和泉町 

第87号線 

旧 
泉区和泉中央南四丁目 3,671 番の１地先から 

同区同       3,688 番地先まで 

  2.58 

ないし 

  2.78 

 

 47.87 

 

新  同 

 

  4.62 

 

 

 同 

 

中田さちが

丘線 

旧 
泉区岡津町 146 番の１地先から 

同区同 町 2,464 番の６地先まで 

 

 22.00 

 

 

261.47 

 

新  同 

 

 同 

 

 

 同 

 

下瀬谷 

第 419 号線 

旧 
瀬谷区阿久和西四丁目19番の５地先から 

同 区同      18番の35地先まで 

  2.70 

ないし 

  2.76 

 

 30.19 

 

新  同 

 

  4.50 

 

 

 同 
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横 浜 市 告 示 第  563 号  

   市 道 区 域 の 変 更  

 道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 18 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の よ

う に 道 路 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 道 路 局 道 路 部 路 政 課 に お い て 一 般 の 縦 覧

に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  道 路 区 域 の 変 更 の 期 日  

  令 和 ５ 年 10 月 13 日  

２  路 線 名 及 び 道 路 の 区 域  

路 線 名 

旧

・

新 

の 

別 

区 間  幅 員  延 長 

       m      m  

柏尾 

第 592 号線 

旧 
港南区大久保二丁目 293 番の１地先から 

同 区同     297 番の１地先まで 

  8.02 

ないし 

 10.28 

 

  7.31 

 

新  同 

  7.87 

ないし 

  7.99 

 

 同 

 

五貫目 

第33号線 

旧 
旭区上川井町 3,485 番地先から 

同区同  町 2,163 番の５地先まで 

 33.01 

ないし 

 44.50 

 

 34.10 

 

新  同 

 44.50 

ないし 

 55.10 

 

 同 

 

小机 

第 340 号線 

旧 
港北区鳥山町 481 番の１地先から 

同 区同 町 523 番の３地先まで 

  6.64 

ないし 

  6.71 

 

 42.41 

 

新  同  同 

 

 同 

 

 

茅ケ崎 

第 327 号線 

旧 
都筑区東方町 1,302 番の１地先から 

同 区同 町 1,294 番の３地先まで 

 

  3.88 

 

 

 12.56 

 

 

新 

 

 同 

 

 同 

 

  9.97 
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原宿 

第43号線 

旧 
戸塚区小雀町 1,810 番の２地先から 

同 区同 町 1,805 番の２地内まで 

  4.14 

ないし 

  7.44 

 

 91.20 

 

新  同 

  6.68 

ないし 

  7.44 

 

 同 

 

和泉町 

第 322 号線 

旧 
泉区和泉町 1,031 番の２地先から 

同区同 町 1,029 番の５地先まで 

  2.10 

ないし 

  2.60 

 

 51.66 

 

新  同 

  2.10 

ないし 

 16.30 

 

 同 

 

和泉町 

第 449 号線 

旧 
泉区和泉町 1,221 番の５地先から 

同区同 町 1,237 番の４地先まで 

  9.00 

ないし 

 10.00 

 

 20.00 

 

新  同 

  9.00 

ないし 

 23.00 

 

 同 
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  598 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 令 和 ５ 年 ９ 月 27 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

所 属 又 は 補 職   職 名    氏  名  処 分 の 内 容  

道 路 局  技 術 職 員  石  川  昌  紀  
減 給 10 分 の １  

４ 箇 月  
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横 浜 市 公 告 第  599 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ウ ェ イ ク ロ ー ド 横 浜 鶴 見  

   鶴 見 区 東 寺 尾 五 丁 目 ２ 番 31 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  大  山  一  也  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 １ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 の

名 称 及 び 所 在 地  

（ 仮 称 ） 鶴 見 区 東 寺

尾 プ ロ ジ ェ ク ト  

鶴 見 区 東 寺 尾 五 丁 目  

 822 番 の １ ほ か  

ウ ェ イ ク ロ ー ド 横 浜

鶴 見  

鶴 見 区 東 寺 尾 五 丁 目

２ 番 31 号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

未 定  株 式 会 社 ノ ジ マ  

代 表 取 締 役  

 野  島  廣  司  

相 模 原 市 中 央 区 横 山

１ 丁 目 １ 番 １ 号  

ほ か １ 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ２ 年 ５ 月 28 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 決 定 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ９ 月 20 日  



                     横 浜 市 報  定期第 148 号 令和５年10月13日 

47 

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  600 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   横 浜 シ ョ ッ ピ ン グ デ パ ー ト  

   西 区 南 幸 二 丁 目 15 番 13 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 相 鉄 ア ー バ ン ク リ エ イ ツ  

    代 表 取 締 役  左  藤    誠  

   西 区 南 幸 二 丁 目 １ 番 22 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 相 鉄 ア ー バ

ン ク リ エ イ ツ  

代 表 取 締 役  

 森  村  幹  夫  

西 区 南 幸 二 丁 目 １ 番

22 号  

株 式 会 社 相 鉄 ア ー バ

ン ク リ エ イ ツ  

代 表 取 締 役  

 左  藤    誠  

西 区 南 幸 二 丁 目 １ 番

22 号  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ５ 年 ６ 月 30 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め    

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ９ 月 20 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  601 号  

   準 備 書 意 見 見 解 書 の 縦 覧  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 29 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 関 内 駅

前 港 町 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業 に 係 る 準 備 書 意 見 見 解 書 の 提 出

が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 該 準 備 書 意 見 見 解 書

の 写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 条 例 第 26 条 第 １ 項 の 対 象 市 民 等 は 、 条 例 第 30 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 縦 覧 期 間 内 に 、 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 審 査 会 に 対 し 、 環 境 の 保

全 の 見 地 か ら の 意 見 を 述 べ た い 旨 申 し 出 る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏

名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）  

  関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 準 備 組 合  

   理 事 長  田  原    仁  

  中 区 港 町 ２ 丁 目 ９ 番 地  

２  対 象 事 業 の 名 称  

  （ 仮 称 ） 関 内 駅 前 港 町 地 区 第 一 種 市 街 地 再 開 発 事 業  

３  対 象 事 業 が 実 施 さ れ る べ き 区 域  

  中 区 尾 上 町 ２ 丁 目 、 尾 上 町 ３ 丁 目 、 真 砂 町 ２ 丁 目 、 真 砂 町 ３ 丁

目 、 港 町 ２ 丁 目 及 び 港 町 ３ 丁 目 の 各 一 部  

４  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 環 境 創 造 局 政 策 調 整 部 環 境 影 響 評 価 課  

  中 区 日 本 大 通 35 番 地   

  横 浜 市 中 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

  西 区 中 央 一 丁 目 ５ 番 10 号  

  横 浜 市 西 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

  南 区 浦 舟 町 ２ 丁 目 33 番 地  

  横 浜 市 南 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

５  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 10 月 13 日 か ら 令 和 ５ 年 10 月 27 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  602 号  

   審 査 書 の 縦 覧  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 31

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 公 園 整 備 事 業

に 係 る 審 査 書 を 作 成 し た の で 、 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 該 審

査 書 の 写 し を 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  事 業 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地  

  横 浜 市  

   横 浜 市 長  山  中  竹  春  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

２  対 象 事 業 の 名 称  

  （ 仮 称 ） 旧 上 瀬 谷 通 信 施 設 公 園 整 備 事 業  

３  対 象 事 業 が 実 施 さ れ る べ き 区 域  

  瀬 谷 区 瀬 谷 町 及 び 旭 区 上 川 井 町  

４  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 環 境 創 造 局 政 策 調 整 部 環 境 影 響 評 価 課  

  旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁 目 ４ 番 地 の 12  

  横 浜 市 旭 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

  瀬 谷 区 二 ツ 橋 町  190 番 地  

  横 浜 市 瀬 谷 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  

５  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 10 月 13 日 か ら 令 和 ５ 年 11 月 13 日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  603 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 安 善 町 １ 丁 目 ３ 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  六 価 ク ロ ム 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  604 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  神 奈 川 区 栗 田 谷 21 番 の ６ 、 21 番 の ８ 、 21 番 の 21 及 び 22 番 の ２ の

各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 １ ， ２ － ジ ク ロ

ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 カ ド

ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 、 シ ア ン 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 、

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  605 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 前 田 町 字 阿 ら す  100 番 の ２ 及 び 字 そ う じ 前  140 番 の １ の

各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 、 鉛 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  606 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

５ 年 ３ 月 横 浜 市 公 告 第  159 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  神 奈 川 区 守 屋 町 四 丁 目 18 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ベ ン ゼ ン  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  土 壌 汚 染 状 況 調 査 の 試 料 採 取 等 を 省 略 し て 形 質 変 更 時 要 届 出 区

域 に 指 定 さ れ た 土 地 に つ い て 、 当 該 省 略 し た 調 査 の 過 程 を 改 め て

実 施 し た 結 果 、 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 す る こ と を 確 認 し た た め 。  
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横 浜 市 公 告 第  607 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 平 成

31 年 １ 月 横 浜 市 公 告 第 21 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解

除 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  西 区 み な と み ら い 五 丁 目 １ 番 の ４ 、 １ 番 の ５ 、 １ 番 の 13 及 び １

番 の 14 の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  砒 素 及 び そ の 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  608 号  

   廃 物 の 認 定  

 横 浜 市 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 の 発 生 の 防 止 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 31 号 ） 第 15 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 は 、 こ の 公 告 を 行 っ た 日 か ら 起 算

し て 10 日 を 経 過 し た と き は 、 廃 物 と し て 認 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  放 置 自 動 車  

放  置  場  所     車   名  

神 奈 川 区 羽 沢 南 三 丁 目  ダ イ ハ ツ  ミ ラ ジ ー ノ  

都 筑 区 早 渕 二 丁 目  ダ イ ハ ツ  ミ ラ  

鶴 見 区 大 黒 ふ 頭  Ｂ Ｍ Ｗ  ミ ニ  Ｏ Ｎ Ｅ  

中 区 大 和 町 ２ 丁 目  Ｂ Ｍ Ｗ  Ｋ 100 Ｒ Ｓ  

２  沈 船 等  

放  置  場  所     船   名  

神 奈 川 区 千 若 町 ２ 丁 目  不 明  
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横 浜 市 公 告 第  609 号  

   総 合 的 設 計 に よ る 同 一 敷 地 内 建 築 物 の 認 定 に 係 る 一 団 地  

   内 に お け る 同 一 敷 地 内 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 認 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 86 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 総 合 的 設 計 に よ る 同 一 敷 地 内 建 築 物 の 認 定 に 係 る 一 団 地 内

に お け る 同 一 敷 地 内 建 築 物 以 外 の 建 築 物 の 位 置 及 び 構 造 を 次 の と お

り 認 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

認 定 年 月

日  

認 定 番 号  一 団 地  申  請  者  

令 和 ５ 年

10 月 ３ 日  

第 1087 号  磯 子 区 洋 光 台 二 丁 目 ３

番 の ３ 、 ３ 番 の ４  

SOMPO ケ ア 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 鷲  見  隆  充  
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横 浜 市 公 告 第  610 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 11 月 16 日 第 2022 開  810 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁 目 43 番 地 の 10  

  綿  貫    子  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  旭 区 西 川 島 町 60 番 の ４ 、 60 番 の 35 及 び 60 番 の 36  
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横 浜 市 公 告 第  611 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 ５ 月 24 日 第 2023 開 1302 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 矢 部 町  1,201 番 地  

  河  原  秀  治  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 矢 部 町  2,063 番 の １ の 一 部 、  2,063 番 の ４ 、  2,070 番 の

１ の 一 部 、  2,070 番 の ３ の 一 部 及 び  2,070 番 の ４ の 一 部  

 

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 148 号 令和５年10月13日 

60 

 

監 査 委 員  

 

横 浜 市 監 査 委 員 公 表 第 10 号  

   監 査 委 員 に よ る 監 査 の 結 果 に 基 づ き 横 浜 市 長 等 が 講 じ た  

   措 置 の 内 容 の 公 表  

 監 査 委 員 に よ る 監 査 の 結 果 に 基 づ き 講 じ た 措 置 に つ い て 、 横 浜 市

長 、 横 浜 市 教 育 委 員 会 、 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 及 び 議 会 局 か ら 通 知

が あ っ た の で 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  199 条 第 14 項

の 規 定 に よ り 、 別 冊 の と お り 措 置 の 内 容 を 公 表 す る 。  

   令 和 ５ 年 10 月 13 日  

              横 浜 市 監 査 委 員  藤  野  次  雄  

               同       高  品    彰  

               同       前  田    一  

               同       梶  村    充  

               同       大  山  しょうじ  
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そ の 他  

 

                     市 地 活 第   192  号  

                     令 和 ５ 年 10 月 13 日  

 区 長 各 位  

                      副   市   長  

   区 長 委 任 事 務 に 関 す る 決 裁 準 則 の 制 定 に つ い て の 一 部 改  

   正 に つ い て （ 依 命 通 達 ）  

 区 長 委 任 事 務 に 関 す る 決 裁 準 則 の 制 定 に つ い て （ 昭 和 49 年 ９ 月 26

日 総 区 第  107 号 助 役 依 命 通 達 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 公 布 の

日 か ら 施 行 す る 。  

 別 表 第 ２ 総 務 部 の 項 地 域 振 興 課 の 部 中  

「  

地

縁

に

よ

る

団

体

の

認

可

等

に

関

す

る

こ

と

。 

(5)  法 第  260  

条 の ２ 第 １

項 に 規 定 す

る 地 縁 に よ

る 団 体 の 認

可 等 に 関 す

る こ と 。  

(6)  地 縁 に よ

る 団 体 の 認

可 の 取 消 し

に 関 す る こ

と 。  

(7)  法 第  260  

条 の ３ 第 ２

項 に 規 定 す

る 認 可 を 受

け た 地 縁 に

よ る 団 体 の

規 約 の 変 更

認 可 の う ち

、 法 第  260  

条 の ２ 第 ３

項 第 １ 号 か

ら 第 ４ 号 ま

で に 規 定 す

る 事 項 に 関  

(1)  法 第  260  

条 の ３ 第 ２

項 に 規 定 す

る 認 可 を 受

け た 地 縁 に

よ る 団 体 の

規 約 の 変 更

認 可 に 関 す

る こ と ( 法

第  260 条 の

２ 第 ３ 項 第

１ 号 か ら 第

４ 号 ま で に

規 定 す る 事

項 に 関 す る

こ と を 除 く

。 ) 。  

(2)  特 に 重 要

な 裁 判 所 等

か ら の 嘱 託

書 の 回 答 等

に 関 す る こ

と 。  

(3)  法 第  260  

条 の ２ 第 12

項 に 規 定 す

る 証 明 書 の

交 付 に 関 す

る こ と 。  

(4)  地 縁 に よ

る 団 体 等 に

係 る 申 請 等

に 関 す る こ

と 。  

(1)  「 法 第 26  

0 条 の ２ 」

と は 、 地 方

自 治 法 第 26  

0 条 の ２ を

い う も の で

あ る 。  

(2)  区 長 決 裁

事 項 の う ち

、 「 地 縁 に

よ る 団 体 の

認 可 の 取 消

し 」 に は 、

規 約 の 変 更

認 可 の 取 消

し を 含 む も

の で あ る 。  

(3)  部 長 専 決

事 項 の う ち

、 「 特 に 重

要 な 裁 判 所

等 か ら の 嘱

託 書 の 回 答

等 」 と は 、

非 公 開 書 類

関 係 の 回 答  
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  す る こ と 。  

(8)  法 第  260  

条 の ２ 第 10

項 の 規 定 に

よ る 告 示 に

関 す る こ と

。  

   等 を い う も

の で あ る 。  

(4)  課 長 専 決

事 項 の う ち

、 「 申 請 等

」 と は 、 証

明 書 交 付 申

請 書 及 び 閲

覧 の 申 請 の

受 理 、 局 等

へ の 報 告 等

を い う も の

で あ る 。  

                            」  

を  

「  

地

縁

に

よ

る

団

体

の

認

可

等

に

関

す

る

こ

と

。 

(5)  法 第  260  

条 の ２ 第 １

項 に 規 定 す

る 地 縁 に よ

る 団 体 の 認

可 等 及 び 法

第  260 条 の

39 第 ３ 項 に

規 定 す る 合

併 の 認 可 等

に 関 す る こ

と 。  

(6)  地 縁 に よ

る 団 体 の 認

可 の 取 消 し

及 び 法 第 26  

0 条 の 45 第

１ 項 に 規 定

す る 合 併 の

認 可 の 取 消

し に 関 す る

こ と 。  

(7)  法 第  260  

条 の ３ 第 ２  

(1)  法 第  260  

条 の ３ 第 ２

項 に 規 定 す

る 認 可 を 受

け た 地 縁 に

よ る 団 体 の

規 約 の 変 更

認 可 に 関 す

る こ と ( 法

第  260 条 の

２ 第 ３ 項 第

１ 号 か ら 第

４ 号 ま で に

規 定 す る 事

項 に 関 す る

こ と を 除 く

。 ) 。  

(2)  特 に 重 要

な 裁 判 所 等

か ら の 嘱 託

書 の 回 答 等

に 関 す る こ

と 。  

(3)  法 第  260  

条 の ２ 第 12

項 に 規 定 す

る 証 明 書 の

交 付 に 関 す

る こ と 。  

(4)  地 縁 に よ

る 団 体 等 に

係 る 申 請 等

に 関 す る こ

と 。  

(1)  「 法 第 26  

0 条 の ２ 」

と は 、 地 方

自 治 法 第 26  

0 条 の ２ を

い う も の で

あ る 。  

(2)  区 長 決 裁

事 項 の う ち

、 「 地 縁 に

よ る 団 体 の

認 可 の 取 消

し 」 に は 、

規 約 の 変 更

認 可 の 取 消

し を 含 む も

の で あ る 。  

(3)  部 長 専 決

事 項 の う ち

、 「 特 に 重

要 な 裁 判 所

等 か ら の 嘱

託 書 の 回 答

等 」 と は 、  
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 項 に 規 定 す

る 認 可 を 受

け た 地 縁 に

よ る 団 体 の

規 約 の 変 更

認 可 の う ち

、 法 第  260  

条 の ２ 第 ３

項 第 １ 号 か

ら 第 ４ 号 ま

で に 規 定 す

る 事 項 に 関

す る こ と 。  

(8)  法 第  260  

条 の ２ 第 10

項 及 び 法 第  

 260 条 の 44

第 １ 項 の 規

定 に よ る 告

示 に 関 す る

こ と 。  

   非 公 開 書 類

関 係 の 回 答

等 を い う も

の で あ る 。  

(4)  課 長 専 決

事 項 の う ち

、 「 申 請 等

」 と は 、 証

明 書 交 付 申

請 書 及 び 閲

覧 の 申 請 の

受 理 、 局 等

へ の 報 告 等

を い う も の

で あ る 。  

                            」  

に 改 め る 。  

 




